
令和２年４月２１日 

 

コロナウイルス感染防止に係わる令和２年度教育実習期間の変更ついて 

  

                                                            福島県立湯本高等学校  

  

  本校の今年度の教育実習はコロナウイルス感染防止のため実施期間を下記のように変更

します。なお、教育実習生には別途、個別に連絡済みです。 

  

記 

 

１．以前の実施期間 

令和２年 ６月１日（月） ～ ６月１２日（金） （２週間の場合） 

    令和２年 ６月１日（月） ～ ６月１９日（金） （３週間の場合） 

 教育実習オリエンテーション（令和２年５月２９日（金）１４：００～本校会議室） 

 

２．新たな実施期間 

令和２年１０月２６日（月） ～ １１月 ６日（金） （２週間の場合） 

    令和２年１０月２６日（月） ～ １１月１３日（金） （３週間の場合） 

 教育実習オリエンテーション（令和２年１０月２３日（金）１０：００～本校会議室） 

 

 

 なお、今後のコロナウイルス感染拡大の状況により、更に変更を余儀なくされる場合もあ

ります。その際は、教育実習生、所属の大学にご連絡・ご相談させていただきます。 

 

 

３．問い合わせ先  

福島県立湯本高等学校 教務部 教育実習係  電話 ０２４６－４２－２１７８ 


